
第２次鶴ヶ島市地域福祉計画・鶴ヶ島市社会福祉協議会地域福祉活動計画（素案） 

に対する市民コメント制度の実施結果 

 

１ 閲覧及び意見募集期間  

平成２８年１０月１１日（火）～平成２８年１１月１１日（金） 

 

２ 対象  

市内に住所を有する方 

  市内に在勤・在学する方 

  市内に事務所・事業所を有する個人、法人、その他の団体 

市の事務事業に利害関係を有する個人、法人、その他の団体 

 

３ 意見の提出方法 

 住所、氏名、連絡先（電話番号等）、在勤・在学の者は勤務先・学校名、利害関係のある場合はその

内容を明記し、以下の方法により提出（様式は自由）。 

① 郵  送 （送り先）〒350-2292 鶴ヶ島市三ツ木 16-1 鶴ヶ島市役所福祉政策課 

② ファクス （ファクス番号）049-271-1190 

③ Ｅメール 10500010@city.tsurugashima.lg.jp 

④ 直接提出 （提出先）鶴ヶ島市役所２階 福祉政策課 

 

４ 計画（素案）の閲覧・配布場所 

市役所情報公開コーナー（配布は福祉政策課）、若葉駅前出張所、保健センター、 

女性センター、中央図書館、各市民センター、社会福祉協議会 

※鶴ヶ島市ホームページ（ダウンロードファイルにより）からも、閲覧、保存、印刷可。 

 

５ 市民コメントの結果 

 

応募者数:２人（各々の意見の中で、重複するもの、関連のあるものなどは要約、整理しました。） 

要望・意見等 : １０件 

 

６ 意見反映状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

区分 反映の状況 件数 

Ａ 意見を反映し、案を修正したもの  

Ｂ 案の中に既に意見の趣旨が含まれているもの ３ 

Ｃ 案は修正しないが、実施段階で参考としていくもの １ 

Ｄ 意見を反映できなかったもの ３ 

Ｅ その他（一部修正） ３ 



７ 市民意見及び市の対応 

 

 市民意見 区分 市の対応 

１ 第１次地域福祉計画では「ノーマライゼーシ

ョンのまちづくり」が掲げられその検証として

「福祉教育・人権教育等を推進し、心のバリア

フリー化に努めています。市庁舎玄関の誘導チ

ャイム・視覚障害者誘導用ブロック・障害者用

駐車スペースの増設、道路整備における音声付

信号機・エスコートゾーン・自転車通行帯の設

置、駅のエレベー タ・エスカレータ・多目的ト

イレ・視覚障害者誘導用ブロックの設置促進な

ど、誰もが安心・安全・快適に利用できる機能向

上に努めています。また、音声読上げ・文字拡大

など閲覧支援機能を備えた市ホームページや広

報紙のデイジー版など情報のバリアフリー化を

推進しています。」（第１章計画の策定８頁）と

述べられています。 

第２次計画「第２章地域福祉の推進」からはこ

の「バリアフリー」の文字が消えました。第１次

計画で掲げられた障害者への社会的障壁を取り

除いていく機器や設備の設置は完了した、バリ

アフリー施策は完成したということなのでしょ

うか。あるいは機器や設備の設置などは社会資

本の整備として考えられるため、この第２次計

画と切り離したところで行なうということなの

でしょうか。 

Ｂ 次のように今後もバリアフリー化を

進めます。 

第２章 地域福祉の推進 

基本目標３  

安心できる地域でいきいき暮らせる

まちをつくろう 

２ 社会参加を促すシステムづくり 

◎ 基本的方向 

 公共空間のバリアフリー化やユニバ

ーサルデザインに配慮したまちづくり

を推進し、高齢者や障害者、子どもや

乳幼児を連れた親でも、安心・安全に

移動でき、自ら社会参加できるシステ

ムの構築を進めます。 

≪市の具体的な施策・取組≫ 

(１) 社会参加のための条件整備の推

進 

公共施設・公共機関のバリアフリー

化の推進 

情報のバリアフリー化の推進 



 市民意見 区分 市の対応 

２ 第２章地域福祉の推進では支援の対象を、「高

齢者、障害者等の属性ではなく、『生活のしづら

さを抱えた人、支援を必要とする人』として捉

える」（第２章地域福祉の推進１６頁）としてい

ます。 

高齢者福祉と障害者福祉がリンクする共通点

が多々あると思います。したがってこの考え方

は素晴らしいものだと思います。また「社会の

担い手として活躍できるような環境づくりを進

め」（同掲）る、という考え方も同様に素晴らし

い。 

しかし、同時に障害の種別による特性に配慮

することも必要なのではないでしょうか。身体

的機能の障害の種別ではなく、それに伴って発

生している社会的障壁を含めた特性の違いを把

握し、配慮すること、これが必要だと思います。 

視覚障害者には視覚障害者に適したフォロー

があり、聴覚障害者には独自の特性があります。 

例えば、耳が聞こえないことによって、コミ

ュニケーションが取りづらい、それは同時にコ

ミュニケーション力、交渉力が訓練されていな

いことを意味します。そのことによって周囲と

の軋轢を産んでしまうという場合もあります。 

また、親切心で行なった視覚障害者へのフォ

ローがかえって、その人の空間認識を混乱させ、

結果としてどこにいるのかわからなくさせてし

まう結果をもたらすということもあります。 

こうした被援助者の特性を考慮することなし

に地域ごとに支援体制を構築しても、その大き

なグループの中にいくつもの特性毎のコロニー

が形成されてコロニー間の往来がないというこ

とになりかねないのではないでしょうか。 

それではいつまでたっても、被援助者の「放

っておかれた」感は払拭されません。 

鶴ヶ島には「障害者支援ネットワーク」があ

ります。これを各地域の包括支援の中にも創っ

ていくなどの施策が必要だと思います。 

Ｃ  この計画は、第１章の１（３）計画の

位置づけ に示すように、障害者支援

計画等の市の個別計画を基本とし、地

域福祉を推進するために、各計画をつ

なぎ、狭間をなくしていくための計画

です。地域福祉計画では、身体障害、知

的障害、精神障害（発達障害、高次脳機

能障害を含む）、難病を一元的に捉えて

いて、ご意見にある特性への配慮等具

体的なことは、障害者支援計画等の内

容であると認識しています。 

 なお、地域福祉計画の次の内容等に

おいて、実施段階で意見を参考として

いきます。 

第２章 地域福祉の推進 

基本目標１ 

地域のふれあいで支え合いの仕組み

をつくろう 

１ 見守り、受け止めるシステムづく

り 

≪市の具体的な施策・取組≫ 

(１) 支援を必要とする人を理解する

システムの推進 

(２) 見守り、気付きのシステムの推進 

(３) 受け止め、支援につなげるシステ

ムの創設 



 市民意見 区分 市の対応 

３ 第２章地域福祉の推進の基本目標として「地

域のふれあいで支え合いの仕組みをつく」るこ

とが掲げられています。大変素晴らしいと思い

ます。そのために、今までの個別の施策などの

開示と情報の共有が不可欠ではないでしょう

か。 

私は、手話通訳の研究会や社会福祉協議会と

かかわるようになるまで知らなかったことが

多々ありました。 

例えば、社会福祉協議会と消防組合とが協議

しながら進めている施策に聴覚障害者のＦＡ

Ｘ通報システムがあります。聴覚に障害がある

ので音声通話はできません。したがって消防へ

の通報はＦＡＸかメールということになりま

す。そこで予め聴覚障害者にＦＡＸ用紙を配

布、必要事項（氏名、住所、既往症など）を記

入しておいてもらい、緊急時にＦＡＸで通報し

てもらう。 

このシステムは一人暮らし世帯への援助に

そのまま使えるのではないでしょうか。私自

身、一人暮らしで、狭心症の発作をおこしたこ

とがあります。苦しくてもアタマは動いている

ので救急車を呼びたいわけですが、発作時に声

を発するのは非常に難しい。それでもＦＡＸ用

紙をセットして送信するくらいのことはでき

る。 

もちろん、この施策が未だ発展途上のもので

あり、現時点では 100%完成・活用されている

ものであるとは言えないことも承知していま

す。咄嗟に文字を書くことが苦手であったり、

消防に直接連絡するより、知人に連絡してしま

うなど。これは誰でも同じ。救急を呼ぶときは

逡巡します。ボタン一つで呼び出す緊急時通報

システムをより活用できるようにする方が良

いのかもしれません。６５歳以下にも適用でき

るようにするとか、聴覚障害者も利用できるよ

うにするとか。ただ、それにはコストもありま

す。それよりはＦＡＸ用紙一枚配れば済む方が

よいのではとも思います。 

これまで社会福祉に携わってこられた方た

ちの英知の結集の上に、今の鶴ヶ島の福祉施策

の現状があります。上に述べたＦＡＸ通報シス

テムのように一般にはあまり知られてはいな

いが、大変よくできた施策が多々あると思いま

す。 

要は良いところ、不十分な点も含めて公開し

て自分たちのことは自分たちで決める仕組み

を作ることが肝要だと考えています。 

Ｂ 次の計画内容等に、既に意見の趣旨

が含まれています。 

重点目標 

いきいき暮らせるまちの地域包括

支援体制をつくろう 

 

１ 鶴ヶ島の“地域包括支援体制”

づくり 

≪市の具体的な施策・取組≫ 

(２) 「多様」な支援体制の創出 

多様なサービスの創出 

多様な情報の集約と発信 

(４) マネジメントの構築 

総合相談支援システムの創設 



 市民意見 区分 市の対応 

４ 計画（素案）では、「鶴ヶ島の地域包括支援体

制の構築を目指」すことを理念として掲げてお

ります。 

そうであれば、同じ認知障害でありながら、

行政的な都合（「支援を介護保険制度で実施す

るか障害福祉制度で実施するか」「年齢が６５

歳以上か、以下か」「原因疾患が脳卒中かそれ以

外か」）によって別のものとして処遇すること

になっている「認知症」、「若年性認知症」、「高

次脳機能障害」を、同じ枠組みで取り扱ってい

ただきたい。 

 

Ｂ この計画は、第１章の１（３）計画

の位置づけ に示すように、高齢者福

祉計画や障害者支援計画等の市の個

別計画を基本とし、地域福祉を推進す

るために、各計画をつなぎ、狭間をな

くしていくための計画です。 

地域福祉計画では、身体障害、知的

障害、精神障害（発達障害、高次脳機

能障害を含む）、難病を一元的に捉え

ています。また、高次脳機能障害やア

ルツハイマー型認知症（認知症も脳の

機能に障害がある状態であり、高次脳

機能障害の１つと言える）などの診断

を受けた場合には精神障害者保健福

祉手帳が申請できます。認知症には若

年性認知症も含まれ、４０歳以上の若

年性認知症の人は、介護保険が利用で

きます。また４０歳未満でも、自立支

援医療制度が利用できます｡ 

ご意見にある「若年性認知症」、「高

次脳機能障害」などへは、意見を参考

として実施段階で対応します。 

５ 計画（素案）の資料に、若年性認知症、高次

脳機能障害に関する説明も加えていただきた

い。 

Ｅ この計画は、第１章の１（３）計画

の位置づけ に示すように、高齢者福

祉計画や障害者支援計画等の市の個

別計画を基本とし、地域福祉を推進す

るために、各計画をつなぎ、狭間をな

くしていくための計画です。 

そのため、個別の障害等を個々に説

明することは考えていませんが、資料

の「用語の説明」に、「障害者」を加え、

「認知症サポーター」の一部を修正し

ます。 



 

 市民意見 区分 市の対応 

６ 計画（素案）２７ページ「認知症サポーター

等の養成」 

 認知症への理解を深めるため、「認知症サ

ポーター」を養成するとともに、認知症等に

より判断能力が衰えた高齢者の権利を守る

ため、成年後見制度の普及・啓発と成年後見

の担い手となる「市民後見人」を養成します。 

    ↓ 

認知症、高次脳機能障害への理解を深める

ため、「認知症サポーター」を養成するととも

に、認知症等により判断能力が衰えた高齢者

の権利を守るため、成年後見制度の普及・啓

発と成年後見の担い手となる「市民後見人」

を養成します。 

Ｄ 「認知症サポーター」養成講座の中

では、高次脳機能障害に関する詳しい

内容を取り入れていないため、今後の

課題とします。 

７  計画（素案）２８ページ 

「認知症初期集中支援チームの設置と認

知症地域支援推進員の配置」 

  認知症の人やその家族に対して、初期の支

援を包括的・集中的に行い、自立生活のサポ

ートを行う認知症初期集中支援チームの設

置と医療機関介護サービス及び地域の支援

機関をつなぐ連携支援、認知症に関する相談

業務等を行う認知症地域支援推進員を配置

します。 

    ↓ 

認知症、若年性認知症、高次脳機能障害の

早期発見・早期診断と医療から切れ目のない

支援 

認知症、若年性認知症、高次脳機能障

害の早期発見・早期診断と医療から介護

サービス、障害福祉サービス及び地域の

支援機関をつなぐ連携支援、認知症、若

年性認知症、高次脳機能障害に関する相

談を受ける体制を整備します。  

 

Ｄ 「認知症初期集中支援チームの設

置と認知症地域支援推進員の配置」に

関する取り組みについて述べている

部分であるため、ご意見の「認知症、

若年性認知症、高次脳機能障害の早期

発見・早期診断と医療から切れ目のな

い支援」とは主旨及び取組み内容が異

なります。 



 

 市民意見 区分 市の対応 

８ 計画（素案）３１ページ「認知症カフェ（オ

レンジカフェ）の拡充」 

認知症になっても住み慣れた地域で生活

が継続できるよう、認知症の悪化予防、家族

の介護負担の軽減及び地域での認知症啓発

を目的として、認知症の人やその家族、地域

住民、専門職などが気軽に集い、交流や情報

交換ができる認知症カフェ（オレンジカフ

ェ）の設置運営を支援します。 

    ↓ 

認知症、若年性認知症、高次脳機能障害に

なっても住み慣れた地域で生活が継続でき

るよう、認知症、若年性認知症、高次脳機能

障害の悪化予防、家族の介護負担の軽減及び

地域での認知症、若年性認知症、高次脳機能

障害啓発を目的として、認知症、若年性認知

症、高次脳機能障害の人やその家族、地域住

民、専門職などが気軽に集い、交流や情報交

換ができる認知症カフェ（オレンジカフェ）

の設置運営を支援します。 

Ｄ この計画は、第１章の１（３）計画

の位置づけ に示すように、高齢者福

祉計画や障害者支援計画等の市の個

別計画を基本とし、地域福祉を推進す

るために、各計画をつなぎ、狭間をな

くしていくための計画です。 

そのため、個別の障害等を特記する

ことは考えていません。 



 市民意見 区分 市の対応 

９ 計画（素案）５６ページ「基本的方向」    

判断能力が十分でない認知症高齢者、知的

障害者等でも、その人の権利や財産が守ら

れ、虐待等を受けないようにするために、権

利擁護の仕組みを充実します。 

   ↓ 

判断能力が十分でない認知症高齢者、若年

性認知症、高次脳機能障害の人や知的障害者

等でも、その人の権利や財産が守られ、虐待

等を受けないようにするために、権利擁護の

仕組みを充実します。 

Ｅ この計画は、第１章の１（３）計画

の位置づけ に示すように、高齢者福

祉計画や障害者支援計画等の市の個

別計画を基本とし、地域福祉を推進す

るために、各計画をつなぎ、狭間をな

くしていくための計画です。 

そのため、個別の障害等を特記する

ことは考えていません。 

また、「判断能力が十分でない認知

症高齢者、知的障害者等」と限定的な

表現となっているため、「判断能力が

十分でない高齢者や障害者等」に修正

します。 

10  計画（素案）５７ページ「成年後見制度の普

及啓発、市長申立て制度の活用支援」 

  判断能力が十分でない認知症高齢者、知的

障害者等の権利や財産が守られるよう、成年

後見制度について、講演会やホームページ等

を通じて普及啓発をするとともに、市長申立

て制度を活用し、支援します。 

     ↓ 

  判断能力が十分でない認知症高齢者、若年

性認知症、高次脳機能障害の人や知的障害者

等の権利や財産が守られるよう、成年後見制

度について、講演会やホームページ等を通じ

て普及啓発をするとともに、市長申立て制度

を活用し、支援します。 

 


